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平成 28年度託送収支の事後評価の総評（案） 
 

１．はじめに 
我が国の電力系統を取り巻く事業環境は、中長期的な人口減少や省エネルギーの進展等により電

力需要が伸び悩む一方で、再生可能エネルギーの導入拡大による系統連系ニーズの増加、経済成長
に応じて整備されてきた送配電設備の高経年化への対応が増大するなど、大きく変化しつつある。 
こうした事業環境の変化に対応し、将来的に託送料金を最大限抑制するため、一般送配電事業者

においては、経営効率化等の取組によりできるだけ費用を抑制していくとともに、再生可能エネルギーの導
入拡大や将来の安定供給等に備えるべく、計画的かつ効率的に設備投資を行っていくことが求められ
る。 
以上のような問題意識の下、本料金審査専門会合（以下、本専門会合とする）では、託送料金の

低廉化と質の高い電力供給の両立の実現を目指して、平成 28年度託送収支の事後評価を実施し、
以下 2点について重点的に議論した。 

① 効率化に資する他社の取組の導入や、仕様の統一化等を通じた調達合理化を進めることで、
更なる費用削減を図ること 

② 中長期的な観点から、計画的かつ効率的に設備投資や高経年対策を進めること 
 

２．平成 28年度託送収支の事後評価の結果概要 
（１）平成 28年度託送収支の状況 

① 収支全体について 
平成 28年度の当期超過利潤累積額について、値下げ命令の発動基準となる一定の水準

を超過した事業者はいなかった（ストック管理）。また、想定単価と実績単価の乖離率につい
て、値下げ命令の発動基準となる▲5%以上の事業者はいなかった（フロー管理）。 
収入面においては、主に電力需要が減少したため、北陸を除く９社で平成 28年度の実績

収入が想定原価を下回った。 
費用面においては、北海道、東京、関西、九州の４社については、主に設備関連費の減少

により、平成 28年度の実績費用が想定原価を下回った。他の６社については、主に人件費・
委託費等の増加により、平成 28年度の実績費用は想定原価を上回った。 
この結果、平成 28年度の託送収支においては、東京、関西、九州を除く７社で当期欠損

となった。 
 

② 人件費・委託費等について 
人件費・委託費等は、給料手当、委託費等の費目を含み、OPEX（運営的費用︔
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Operating Expense）に相当するものである。 
平成 28年度は、北海道を除く９社で実績費用が想定原価を上回り、このうち、東北、中

国、四国、九州、沖縄の５社では、想定原価から 10％以上、上回っていた。ただし、増加要
因には退職給与金や平成 28年度制度変更に伴うシステム改修等の影響により、一時的に
費用が増大したケースもある。 
このため、本専門会合は、次年度も引き続き、人件費・委託費等について、各社の費用削

減に向けた取組をより詳細に確認していく。その際、人件費は、昨今の経済情勢も踏まえると単
価の大幅な引き下げは難しいと考えられるが、こうした状況においても効率的な人員配置となっ
ているか等の観点から確認していくことが重要である。 

 
③ 設備関連費について 

設備関連費は、修繕費、減価償却費等の費目を含み、CAPEX（資本的支出︔Capital 
Expenditure）に相当するものである。 
平成 28年度は、東北、沖縄を除く 8社で実績費用が想定原価を下回り、このうち、東

京、関西、九州では想定原価から 10%以上、下回っていた。これらの中には、グループ全体の
収支・財務状況等を考慮して修繕等を一時的に繰延べたため設備関連費が減少したと見受
けられる事業者もいた。 

2020年の法的分離の趣旨も踏まえると、送配電部門はその公共性を踏まえ、グループ全
体の収支にかかわらず送配電部門として必要な投資を行うべきであり、本専門会合としても、次
年度以降、こうした観点を含め各社の設備投資等の取組の適切性を確認していく。 

 
（２）コスト削減に向けた取組 

① 経営効率化に向けた各社の取組状況について 
今回の事後評価で、各社とも様々な経営効率化に資する取組を行い、費用削減に向けて

努力していることを確認した。こうした各社の取組は評価されるべきものである。 
本専門会合で言及した事業者もいたように、各社においては、今回紹介された他社の取組

事例も参考に、特に各取組の展開性や削減率の大きさなども考慮しつつ、各社で取り入れられ
る取組は積極的に取り入れ、更なる効率化やコスト削減に向けて様々な取組を進めることを期
待したい。本専門会合としても、引き続き、経営効率化に向けた各社の取組状況を確認してい
く。 

 
② 送配電設備の仕様の統一化等について 

送配電設備のうち、代表的な設備について、 (a)仕様統一化の状況、(b)調達の状況、(c)
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競争発注比率について確認した。 
 

(a) 仕様統一化の状況 
代表的な設備について各社の仕様を確認したところ、例えば架空送電線といった共通性が

高いと考えられる設備であっても、事業者によって仕様が様々であった。気候の違いなどによるも
のもあると考えられるが、仕様を細分化し他社と異なる仕様となっていることで、それぞれの市場
が小さくなり調達コストの上昇につながっている可能性もある。 
このため、今後、各社においては、調達コストの削減に向けて JIS規格の採用といった取組だ

けではなく、事業者間の仕様の差の実態を把握してその必要性を精査し、国際調達を可能に
することも含め可能な限り仕様の標準化・共通化を進めるよう取り組むべきである。本専門会合
としても、引き続き、その実施状況を確認していく。 
 
 (b) 調達の状況 
代表的な設備の調達単価について、本専門会合の委員及び事務局で具体的な情報を確

認し、その経年変化を分析したところ、震災前に比べて調達単価が大きく減少している事業者
もいた。このため、当該事業者に調達単価の低減に向けた取組を確認したところ、共同調達、
新規取引先の開拓、競争発注の拡大等を含む様々な取組を行っていることが分かった。 
各社においては、今回紹介された他社の取組事例も参考に、取り入れられる取組は積極的

に取り入れ、更なる調達コスト削減に向けた取組を進めることを期待したい。 
なお、調達単価について、経年変化のみならず同一年度における各社の単価を比較すること

も重要である。そこで今回、代表的な設備ごとに各社の平成 28年度の調達単価及び仕様も
確認したが、各設備の仕様が各社で異なったため、調達価格水準の評価を行うことは困難であ
った。 
調達コスト削減に当たっては、調達価格を比較可能な形で公表し、多様な視点から評価さ

れることが有効であると考えられる。このため、本専門会合としては、引き続き、各社の調達にか
かる効率化努力を確認していくこととあわせ、情報公開の在り方について、更に検討を深めてい
く。 

 
(c) 競争発注比率 
調達コストの低減を図るには、競争発注比率の向上など発注方法の改善に取り組み、受注

業者間のエリアを越えた競争を促進することも重要である。 
各社の送配電部門の競争発注比率について経年比較を行ったところ、各社の競争発注比

率は年々上昇し、平成 28年度には 70%以上となる事業者がいる一方、東北、四国では



 

4 
 

30%程度にとどまることを確認した。また、一者応札率を管理している東京、中部、九州の一
者応札比率は 1%未満であった。 
本専門会合としても、引き続き、各社の競争発注比率の推移について確認するとともに、次

年度以降は、実質的な競争が働いているかどうかを把握することを目的として、競争発注比率
の高い事業者に具体的な調達手続き、応札状況、入札結果の開示等についても確認してい
く。 

 
③ 効率化に向けた取組の公表と着実な実施 

上記を踏まえ、各社においては、更なる効率化に向けた今後の取組を具体化するとともに、
効率化に向けた様々な努力を需要家である国民も確認することができるよう対外的に公表し、
着実なコスト削減に取り組むことを期待したい。なお、その具体化に当たっては、可能な限り定
量的に説明を行うことが望ましい。 
本専門会合としては、各社の取組の実施状況等について、次年度以降も確認していく。 

 
（３）計画的かつ効率的な設備投資や高経年化対策の推進 

① 高経年化対策について 
経済成長に応じて整備されてきた設備が、今後、高経年化を迎える。こうした中、送配電事業

者が求められるサービスレベルを将来にわたりできる限り低コストで維持し、将来的に託送料金を
最大限抑制するためには、中長期的視点で計画的かつ効率的に高経年化対策を進めることが
重要である。 
各社の高経年化対策にかかる計画を確認したところ、各社とも 3~10年程度の中長期計画

を作成し、高経年化対策に取り組んでいた。その際、設備の劣化状況を評価して、延伸化の措
置を講じるなどコスト削減にも努めていた。 

しかし、各社の設備関連費について見ると、グループ全体の収支・財務状況等を考慮して修
繕等を一時的に繰延べたため設備関連費が減少したと見受けられる事業者もいた。 

各社においては、中長期的にトータルコストを最小化するよう、IoTや AI の活用など、最新のア
セットマネジメントの手法等も取り入れ、更なる費用削減に向けた検討等を継続的に行って計画
を随時見直しつつ、その中長期的な計画に基づいて着実に高経年化対策を進めるべきである。 
本専門会合としても、各社の取組や計画作成状況について、次年度以降も確認していく。 

 
② 設備投資について 

各社とも設備投資の考え方に沿った３～10年程度の中長期的な設備投資計画を作成して
いた。今後、各社は電力系統の既存設備をそのまま維持するのではなく、再生可能エネルギーの
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導入拡大や人口減少といった事業環境の変化も踏まえ、将来の系統がどうあるべきか検討し、適
宜計画を見直し、効率的に設備投資を実施していくことが求められる。 
本専門会合としても、各社が将来の事業環境の変化に対応する設備投資を中長期的視点で

計画的かつ効率的に行っているか、次年度以降も確認していく。 
 
（４）その他 

① 安定供給の状況 
各社の一需要家当たりの停電回数、停電時間を確認したところ、いずれも大規模災害を除き

低水準で安定していた。本専門会合としては、引き続き、その動向を注視していくこととする。 
 

② 研究開発に資する取組 
共同開発や他社案件との比較などの視点も重要なため、今後、他社と共同で開発しているか

等も評価の視点として確認することが必要である。 
 
③ 情報セキュリティ・信頼性に資する取組 

各社ともに、経営層が情報セキュリティ・システムの信頼性に関する体制に関与していることが
確認された。各社においては、引き続き、情報セキュリティ・システムの信頼性確保に取り組むこと
を期待する。本専門会合としても、引き続き、その動向を注視していくこととする。 

 
３．本専門会合として今後取り組むべき事項 
（１）事後評価の強化 

今回、託送収支の事後評価を初めて本格的に実施した。今後も事後評価の中で、各社の取組の
フォローアップを強化することが重要であり、特に以下については重点的に確認、評価することとする。 
 
① 各社のコスト削減に向けた取組 
 更なる効率化に向けた取組の具体化とその実施状況 
 調達価格削減に向けた取組状況 
 仕様の統一化、調達の状況、競争発注比率の拡大に向けた取組状況を確認・評価する 
 具体的な仕様や調達価格水準等について、各社に更なる情報提供や公表を求めるととも
に、事業者間や海外との比較等を行い、どのようなコスト削減の余地があるかなどを検討す
る 

 送配電設備の調達に加えて、工事費等も含めた単位当たりのコストを事業者間あるいは
海外との比較等を行うことも重要である。次年度はこうした点も考慮してデータ分析等を行
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うことを検討する 
 

② 設備投資や高経年化対策の計画的な推進 
 設備投資の考え方、計画とその実施状況 
 高経年化対策にかかる中長期計画の内容とその実施状況 
 

（２）系統連系する際の工事費負担金の評価 
再生可能エネルギーの更なる導入拡大等を図るためにも、新たに発電設備を設置しようとする者

が系統連系する際の工事費負担金をできるだけ低減することが重要である。工事費負担金は託送
収支の外であるが、再生可能エネルギー等の新規電源の連系工事と送配電事業者の系統拡充・
改良工事は、工事の内容としては共通する部分も多いことから、本専門会合としては送配電事業
者に情報提供を求め、データ分析等を行うことにより、費用削減を促す。 

 
（３）効率化を促す新たな仕組みの検討 
① 送配電部門における効率化目標の在り方の検討 

 送配電部門として効率化に向けた取組を進める上では、効率化に資する個々の取組についてそ
の成果を確認することに加え、より大きな単位での効率化の目標を持つことも重要である。このた
め、適切な目標の在り方について事業者の検討を促すべく、効率化の指標等について検討を進め
る。 
 

② 送配電事業者のサービスレベルを評価する手法の検討 
送配電事業者が提供するサービスレベルについて、停電等の状況だけでなく、新規に系統連系

する際の対応、安全の確保など、より多角的に評価する方法について、海外の事例も参考に検討
を進める。 

 
③ より効率的な経営を促す託送料金制度の検討 

送配電事業者が託送料金の低廉化と質の高い電力供給を目指し、更なるコスト削減と将来
に向けた投資を促すことも含めた託送料金制度の在り方（インセンティブ付与を含む）についても
関係部局と連携しながら検討を進める。 

以上 


